
中間指針、第一次追補、第二次追補の損害項目一覧 平成24年3月31日作成

損害の種類 対象 損害項目等 細目 算定方法等

政府による避難等の
指示等に係る損害

検査費用（人）
放射性物質への曝露の有無等を確認するための検査費用（検査のための交通
費等の付随費用を含む）

避難費用

①　対象区域から避難するために負担した交通費、家財道具の移動費用

②　対象区域外に滞在することを余儀なくされたことにより負担した宿泊費及び
この宿泊に付随して負担した費用（以下「宿泊費等」という。）
　第二次追補：宿泊費等が賠償の対象となる額及び期間には限りがあることに留
意する必要がある。

③　避難等による生活費の増加費用

①　避難費用のうち交通費、家財道具の移動費用、宿泊
費等については、避難等対象者が現実に負担した費用
が賠償の対象となり、その実費を損害額とするのが合理的
な算定方法と認められる。
　但し、領収証等による損害額の立証が困難な場合に
は、平均的な費用を推計することにより損害額を立証する
ことも認められるべきである。

② 他方 避難費用のうち生活費の増加費用に いて

①　福島第一原子力発電所か
ら半径２０ｋｍ圏内（平成２３年４
月２２日には、原則立入り禁止と
なる警戒区域に設定）

②　福島第二原子力発電所か
ら半径１０ｋｍ圏内（同年４月２１
日には 半径８ｋｍ圏内に縮小）

［対象区域］

(1)　避難区域
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②　他方、避難費用のうち生活費の増加費用について
は、原則として、後記の「精神的損害」の（指針）Ⅰ①又は
②の額に加算し、その加算後の一定額をもって両者の損
害額とするのが公平かつ合理的な算定方法と認められ
る。

(2)　屋内待避区域

福島第一原子力発電所から半
径２０ｋｍ以上３０ｋｍ圏内

(注)　 この屋内退避区域につい
て、同年３月２５日、官房長官よ
り、住民の生活維持困難を理由
とする自主避難の促進等が発
表された。但し、同区域は、同
年４月２２日、下記の(3)計画的
避難区域及び(4)緊急時避難準
備区域の指定に伴い、解除さ
れた。

避難指示等の解除等（指示、要請の解除のみならず帰宅
許容の見解表明等を含む。以下同じ。）から相当期間経
過後に生じた避難費用は、特段の事情がある場合を除
き、賠償の対象とはならない。

　第二次追補：「相当期間」は、今後の状況を踏まえて判
断される。
　第二次追補：「相当期間」は、旧緊急時避難準備区域に
ついては、平成２４年８月末までを目安とする。但し、同区
域のうち楢葉町の区域については、同町の避難指示区域
について解除後「相当期間」が経過した時点までとする。
　第二次追補：「相当期間」は、特定避難勧奨地点につい
ては３ヶ月間を当面の目安とする。

(3)　計画的避難区域 一時立入費用
警戒区域内に住居を有する者が、市町村が政府及び県の支援を得て実施する
「一時立入り」に参加するために負担した交通費、家財道具の移動費用、除染
費用等（前泊や後泊が不可欠な場合の宿泊費等も含む）

福島第一原子力発電所から半
径２０ｋｍ以遠の周辺地域のう
ち、本件事故発生から１年の期
間内に積算線量が２０ミリシー
ベルトに達するおそれのある区

帰宅費用
対象区域の避難指示等の解除等に伴い、対象区域内の住居に最終的に戻るた
めに負担した交通費、家財道具の移動費用等（前泊や後泊が不可欠な場合の

日には、半径８ｋｍ圏内に縮小）

ベルトに達するおそれのある区
域であり、概ね１か月を目途に、
別の場所に計画的に避難する
ことが求められる区域

帰宅費用 めに負担した交通費、家財道具の移動費用等（前泊や後泊が不可欠な場合の
宿泊費等も含む）

(4)　緊急時避難準備区域 生命・身体的損害
Ⅰ）　本件事故により避難等を余儀なくされたため、傷害を負い、治療を要する
程度に健康状態が悪化（精神的障害を含む。以下同じ。）し、疾病にかかり、あ
るいは死亡したことにより生じた逸失利益、治療費、薬代、精神的損害等

Ⅱ）　本件事故により避難等を余儀なくされ、これによる治療を要する程度の健
康状態の悪化等を防止するため、負担が増加した診断費、治療費、薬代等

精神的損害

「避難費用」のうち生活費の増加費用と合算した一定の金
額をもって両者の損害額と算定するのが合理的な算定方
法と認められる。
年齢や世帯の人数等にかかわらず、避難等対象者個々
人が賠償の対象となる。

①　避難・区域外滞在の精神的苦痛

(5)　特定避難勧奨地点

計画的避難区域及び警戒区域
以外の場所であって、地域的な

第 期終 ら 月間（第 期）

(具体的な損害額）

ⅰ　本件事故発生から６ヶ月間（第１期）
　一人月額１０万円を目安とする。
　但し、この間、避難所・体育館・公民館等（以下「避難所
等」という。）における避難生活等を余儀なくされた者につ
いては、避難所等において避難生活をした期間は、一人
月額１２万円を目安とする。

福島第一原子力発電所から半
径２０ｋｍ以上３０ｋｍ圏内の部
分から「計画的避難区域」を除
いた区域のうち、常に緊急時に
屋内退避や避難が可能な準備
をすることが求められ、引き続き
自主的避難をすること及び特に
子供、妊婦、要介護者、入院患
者等は立ち入らないことが求め
られる区域。

緊急時避難準備区域は、平成２
３年９月３０日解除された。

以外 場所であ て、地域的な
広がりが見られない本件事故発
生から１年間の積算線量が２０ミ
リシーベルトを超えると推定され
る空間線量率が続いている地
点であり、政府が住居単位で設
定した上、そこに居住する住民
に対する注意喚起、自主避難
の支援・促進を行うことを表明し
た地点

ⅱ　第１期終了から６ヶ月間（第２期）
　一人月額５万円を目安とする。
　但し、警戒区域等が見直される等の場合には、必要に
応じて見直す。

ⅲ　第２期終了から終期までの期間（第３期）
　今後の本件事故の収束状況等諸般の事情を踏まえ、改
めて損害額の算定方法を検討する。

（損害発生の始期と終期）

南相馬市は同市内に居住す
る住民に対して一時避難を
要請したが、このうち同市全
域から上記(1)～(4)の区域を
除いた区域

ⅰ　始期については、原則として、個々の避難等対象者
が避難等をした日にかかわらず、本件事故発生日である
平成２３年３月１１日とする。
　但し、緊急時避難準備区域内に住居がある子供、妊
婦、要介護者、入院患者等であって、同年６月２０日以降
に避難した者及び特定避難勧奨地点から避難した者に
ついては、当該者が実際に避難した日を始期とする。

（注）　南相馬市は、平成２３年３
月１６日、市民に対し、その生活
の安全確保等を理由として一時
避難を要請するとともに、その
一時避難を支援した。同市は、
屋内退避区域の指定が解除さ
れた同年４月２２日、上記(6)の
区域から避難していた住民に対
して、自宅での生活が可能な者
の帰宅を許容する旨の見解を
示した。

ⅱ　終期については、避難指示等の解除等から相当期間
経過後に生じた精神的損害は、特段の事情がある場合を
除き、賠償の対象とはならない。
　第二次追補：「相当期間」は、今後の状況を踏まえて判
断される。
　第二次追補：「相当期間は、旧緊急時避難準備区域に
ついては平成２４年８月末までを目安とする。但し、同区域
のうち楢葉町の区域については、同町の避難指示区域に
ついて解除後「相当期間」が経過した時点までとする。
　第二次追補：「相当期間」は、特定避難勧奨地点につい
ては３ヶ月間を当面の目安とする。

(6)　地方公共団体が住民に一
時避難を要請した区域
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②　屋内退避の精神的苦痛

（具体的な損害額）
　屋内退避区域の指定が解除されるまでの間、同区域に
おいて屋内退避をしていた者（緊急時避難準備区域から
平成２３年６月１９日までに避難を開始した者及び計画的
避難区域から避難した者を除く。）につき、一人１０万円を
目安とする。

③　平成２４年３月頃（予定）見直し後の、避難指示区域の精神的損害
Ⅰ）　避難指示区域内に住居があった者については、中
間指針の「第２期」を避難指示区域見直しの時点まで延長
し、当該時点から終期までの期間を「第３期」とする。

Ⅱ）　Ⅰ）の第３期において賠償すべき避難費用及び精神
的損害並びにそれらの損害額の算定方法は、原則とし
て、引き続き中間指針で示したとおりとする。但し、宿泊費
等が賠償の対象となる額及び期間には限りがあることに留
意する必要がある。

Ⅲ）　Ⅰ）の第３期における精神的損害の具体的な損害額
の算定に当たっては、避難者の住居があった地域に応じ
て、以下のとおりとする。

◇　避難指示区域見直し

避難区域及び計画的避難区
域については、平成２４年３
月末を一つの目途に、新た
な避難指示区域が設定され
る。

①　避難指示解除準備区域
　（年間積算線量が２０ミリ
シーベルト以下となることが
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て、以下のとおりとする。

①　避難指示解除準備区域
　　一人月額１０万円を目安とする。

②　居住制限区域
　　一人月額１０万円を目安とした上、概ね２年分としてま
とめて一人２４０万円の請求をすることができるものとする。
但し、避難指示解除までの期間が長期化した場合は、賠
償の対象となる期間に応じて追加する。

③ 　帰還困難区域
　　一人６００万円を目安とする。

Ⅳ）　中間指針において避難費用及び精神的損害が特段
の事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしてい
る「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期
間」は、避難指示区域については今後の状況を踏まえて
判断される。

④　旧緊急時避難準備区域の（避難費用及び）精神的損害

Ⅰ）　第３期において賠償すべき避難費用及び精神的損
害並びにそれらの損害額の算定方法は、引き続き中間指
針のとおりとする。
Ⅱ）　第３期（平成24年3月11日から終期まで）における精
神的損害の具体的な損害額の算定に当たっては、一人
月額１０万円を目安とする。
Ⅲ）　中間指針において避難費用及び精神的損害が特段
の事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしてい
る「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期
間」は、旧緊急時避難準備区域については平成２４年８月

シ ルト以下となることが
確実であることが確認された
地域）

②　居住制限区域
　（年間積算線量が２０ミリ
シーベルトを超えるおそれが
あり、住民の被曝線量を低減
する観点から引き続き避難を
継続することを求める地域）

③　帰還困難区域
　（長期間、具体的には５年
間を経過してもなお、年間積
算線量が２０ミリシーベルトを
下回らないおそれのある、年
間積算線量が５０ミリシーベ
ルト超の地域）

［避難等対象者］

間」は、旧緊急時避難準備区域に いては平成２４年８月
末までを目安とする。但し、同区域のうち楢葉町の区域に
ついては、同町の避難指示区域について解除後「相当期
間」が経過した時点までとする。

１　本件事故が発生した後に対
象区域内から同区域外へ避難
のための立退き（以下「避難」と
いう。）及びこれに引き続く同区
域外滞在（以下「対象区域外滞
在」という。）を余儀なくされた者
（但し、平成２３年６月２０日以降
に緊急時避難準備区域（特定
避難勧奨地点を除く。）から同
区域外に避難を開始した者のう
ち、子供、妊婦、要介護者、入
院患者等以外の者を除く。）

⑤　特定避難勧奨地点の（避難費用及び）精神的損害

 特定避難勧奨地点の解除に向けた検討が開始されてい
ること等を踏まえ、次のとおりとする。

Ⅰ）　中間指針の第３期において賠償すべき避難費用及
び精神的損害並びにそれらの損害額の算定方法は、引
き続き中間指針のとおりとする。
Ⅱ）　中間指針の第３期（平成24年3月11日から終期まで）
における精神的損害の具体的な損害額の算定に当たっ
ては、一人月額１０万円を目安とする。
Ⅲ）　中間指針において避難費用及び精神的損害が特段
の事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしてい
る「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期
間」は、特定避難勧奨地点については３ヶ月間を当面の
目安とする。

２　本件事故発生時に対象区域
外に居り、同区域内に生活の本
拠としての住居（以下「住居」と
いう。）があるものの引き続き対
象区域外滞在を余儀なくされた
者

営業損害

Ⅰ）　避難指示等に伴い、営業が不能になる又は取引が減少する等、その事業
に支障が生じたため、現実に減収があった場合の減収分。
　

賠償すべき減収分は、原則として、本件事故がなければ
得られたであろう収益と実際に得られた収益との差額か
ら、本件事故がなければ負担していたであろう費用と実際
に負担した費用との差額（本件事故により負担を免れた費
用）を控除した額（「逸失利益」）とする。

３　屋内退避区域内で屋内への
退避（以下「屋内退避」という。）
を余儀なくされた者

Ⅱ）　事業に支障が生じたために負担した追加的費用（従業員に係る追加的な
経費、商品や営業資産の廃棄費用、除染費用等）や、事業への支障を避けるた
め又は事業を変更したために生じた追加的費用（事業拠点の移転費用、営業資
産の移動・保管費用等）。

第二次追補：
Ⅰ）　営業損害の終期は、当面は示さず、個別具体的な
事情に応じて合理的に判断する。産の移動 保管費用等）。

Ⅲ）　同指示等の解除後も、当該指示等に伴い事業に支障が生じたため減収が
あった場合の減収分。また、同指示等の解除後に、事業の全部又は一部の再開
のために生じた追加的費用（機械等設備の復旧費用、除染費用等）。

就労不能等による損害

対象区域内に住居又は勤務先がある勤労者が避難指示等により、あるいは、前
記の営業損害を被った事業者に雇用されていた勤労者が当該事業者の営業損
害により、その就労が不能等となった場合の、給与等の減収分及び追加的費
用。

第二次追補：
Ⅰ）　就労不能等に伴う損害の終期は、当面は示さず、個
別具体的な事情に応じて合理的に判断する。
Ⅱ）就労不能等に伴う損害を被った勤労者による転職や
臨時の就労等が特別の努力と認められる場合には、かか
る努力により得た給与等を損害額から控除しない等の合
理的かつ柔軟な対応が必要である。

検査費用（物）

対象区域内にあった商品を含む財物につき、当該財物の性質等から、検査を実
施して安全を確認することが必要かつ合理的であると認められた場合の、所有
者等の負担した検査費用（検査のための運送費等の付随費用を含む。以下同
じ。）。

財物価値の喪失又は減少
等
（不動産も含む）

Ⅰ）　避難指示等による避難等を余儀なくされたことに伴い、対象区域内の財物
の管理が不能等となったため、当該財物の価値の全部又は一部が失われたと
認められる場合には、現実に価値を喪失し又は減少した部分及びこれに伴う追
加的費用（当該財物の廃棄費用、修理費用等）。

第二次追補：
Ⅰ）帰還困難区域内の不動産に係る財物価値について
は、本件事故発生直前の価値を基準として本件事故によ
り１００パーセント減少（全損）したものと推認することができ
る。
Ⅱ）居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内の不
動産に係る財物価値については、避難指示解除までの期
間等を考慮して、本件事故発生直前の価値を基準として
本件事故により一定程度減少したものと推認することがで
きる。

事情に応じて合理的に判断する。
Ⅱ）　営業損害を被った事業者による転業・転職や臨時の
営業・就労等が特別の努力と認められる場合には、かかる
努力により得た利益や給与等を損害額から控除しない等
の合理的かつ柔軟な対応が必要である。

2



Ⅱ）　Ⅰ）のほか、当該財物が対象区域内にあり、
①　財物の価値を喪失又は減少させる程度の量の放射性物質に曝露した場合
　　又は、
②　①には該当しないものの、財物の種類、性質及び取引態様等から、平均的・
一般的な人の認識を基準として、本件事故により当該財物の価値の全部又は一
部が失われたと認められる場合
　には、現実に価値を喪失し又は減少した部分及び除染等の追加的費用。

Ⅲ）　対象区域内の財物の管理が不能等となり、又は放射性物質に曝露すること
により、その価値が喪失又は減少することを予防するため、所有者等が支出した
費用。

自主的避難等に係る
損害
　（第一次追補）

Ⅰ）

Ⅱ）　Ⅰ）の①のⅰ）ないしⅲ）に係る損害額並びに②の
ⅰ）及びⅱ）に係る損害額については、いずれもこれらを
合算した額を同額として算定するのが、公平かつ合理的
な算定方法と認められる。

①
放射線被曝への恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った
場合（本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域外に滞在した場合を

自主的避難等対象者が受けた損害のうち、以下のものが一定の範囲で賠償すべき損害と認められ
る。

［自主的避難等対象区域］

下記の福島県内の市町村のう
ち避難指示等対象区域を除く Ⅲ）　（具体的な損害額）

3

①

ⅰ)生活費の増加費用
自主的避難によって生じた生活費の増加費用

ⅱ）精神的苦痛
自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために
生じた精神的苦痛

［対象者］ ⅲ）移動費用 避難及び帰宅に要した移動費用

②

ⅰ）精神的苦痛

放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日
常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛

放射線被曝への恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合にお
ける以下のもの。

合 本件 故 自 難 象区域外 居 引 続 同区域外 滞在 合
含む。以下同じ。）における以下のもの。

ち避難指示等対象区域を除く
区域。

（県北地域）
　福島市、二本松市、伊達市、
本宮市、桑折町、国見町、川俣
町、大玉村
（県中地域）
　郡山市、須賀川市、田村市、
鏡石町、天栄村、石川町、玉川
村、平田村、浅川町、古殿町、
三春町、小野町
（相双地域）
　相馬市、新地町
（いわき地域）
　いわき市

本件事故発生時に自主的避難
等対象区域内に生活の本拠と
しての住居（以下「住居」とい
う。）があった者。
（本件事故発生後 当該住居

(1)　自主的避難等対象区域内
に住居があった者

） （具体的 損害額）

①　自主的避難等対象者のうち子供及び妊婦
　本件事故発生から平成２３年１２月末までの損害として一
人４０万円を目安とする。

②　その他の自主的避難等対象者
　本件事故発生当初の時期の損害として一人８万円を目
安とする。

Ⅳ）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居が
あった者については、賠償すべき損害は自主的避難等対
象者の場合に準じるものとし、具体的な損害額の算定に
当たっては以下のとおりとする。

①　中間指針第３の［損害項目］の６の精神的損害の賠償
対象とされていない期間については、Ⅲ）に定める金額が
Ⅲ）の①及び②における対象期間に応じた目安であること
を勘案した金額とする。

②　子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難し
て滞在した期間については、本件事故発生から平成２３
年１２月末までの損害として一人２０万円を目安としつつ、
これらの者が中間指針追補の対象となる期間に応じた金
額とする。

第二次追補：平成２４年１月以降に関しては、次のとおりと
する。

Ⅰ）　少なくとも子供及び妊婦については、個別の事例又

ⅱ）生活費の増加費用
放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費が
増加した分があれば、その増加費用

(1)　政府により、平成２３年３月
１５日に航行危険区域に設定さ
れた、福島第一原子力発電所

(2)　避難指示等対象区域内に
住居があった者の一部

本件事故発生時に避難指示
等対象区域内に住居があっ
た者についても、中間指針第
３の［損害項目］の６の精神的
損害の賠償対象とされてい
ない期間並びに子供及び妊
婦が自主的避難等対象区域
内に避難して滞在した期間
（本件事故発生当初の時期
を除く。）は、自主的避難等
対象者の場合に準じて賠償
の対象とする。

（本件事故発生後に当該住居
から自主的避難を行った場合、
本件事故発生時に自主的避難
等対象区域外に居り引き続き同
区域外に滞在した場合、当該
住居に滞在を続けた場合等を
問わない。）

Ⅰ）　少なくとも子供及び妊婦については、個別の事例又
は類型毎に、放射線量に関する客観的情報、避難指示
区域との近接性等を勘案して、放射線被曝への相当程度
の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するために
自主的避難を行うような心理が、平均的・一般的な人を基
準としつつ、合理性を有していると認められる場合には、
賠償の対象となる。

Ⅱ）　Ⅰ）によって賠償の対象となる場合において、賠償
すべき損害及びその損害額の算定方法は、原則として第
一次追補第２の［損害項目］で示したとおりとする。具体的
な損害額については、同追補の趣旨を踏まえ、かつ、当
該損害の内容に応じて、合理的に算定する。

政府による航行危険
区域等及び飛行禁
止区域の設定に係る
損害

福島第 所
を中心とする半径３０ｋｍの円内
海域
（同海域のうち半径２０ｋｍの円
内海域は同年４月２２日に「警
戒区域」にも設定され、その後
の同月２５日には、同海域全体
につき航行危険区域が解除さ
れるとともに、「警戒区域」以外
の半径２０ｋｍから３０ｋｍの円内
海域は「緊急時避難準備区域」
に設定された。以下、これら設
定の変更前後における各円内
海域を併せて「航行危険区域
等」という。）

営業損害

Ⅰ）　航行危険区域等の設定に伴い、①漁業者が、対象区域内での操業又は
航行を断念せざるを得なくなったため、又は、②内航海運業若しくは旅客船事
業を営んでいる者等が同区域を迂回して航行せざるを得なくなったため、現実
に減収があった場合又は迂回のため費用が増加した場合は、その減収分及び
追加的費用。

Ⅱ）　飛行禁止区域の設定に伴い、航空運送事業を営んでいる者が、同区域を
迂回して飛行せざるを得なくなったため費用が増加した場合には、当該追加的
費用。

(2)　政府により、平成２３年３月
１５日に飛行禁止区域に設定さ
れた、福島第一原子力発電所
を中心とする半径３０ｋｍの円内
空域
（同年５月３１日には、半径２０ｋ
ｍの円内空域に縮小。）

就労不能等に伴う損害

航行危険区域等又は飛行禁止区域の設定により、同区域での操業、航行又は
飛行が不能等となった漁業者、内航海運業者、旅客船事業者、航空運送事業
者等の経営状態が悪化したため、そこで勤務していた勤労者が就労不能等を余
儀なくされた場合の、給与等の減収分及び追加的費用。
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政府等による農林水
産物等の出荷制限
指示等に係る損害

農林水産物（加工品を含む。以
下第５において同じ。）及び食
品の出荷、作付けその他の生
産・製造及び流通に関する制限
又は農林水産物及び食品に関
する検査について、政府が本件
事故に関し行う指示等（地方公
共団体が本件事故に関し合理
的理由に基づき行うもの及び生
産者団体が政府又は地方公共
団体の関与の下で本件事故に
関し合理的理由に基づき行うも
のを含む。）に伴う損害。

営業損害

Ⅰ）　農林漁業者その他の同指示等の対象事業者において、同指示等に伴い、
当該指示等に係る行為の断念を余儀なくされる等、その事業に支障が生じたた
め、現実に減収があった場合の減収分。

Ⅱ）　農林漁業者その他の同指示等の対象事業者において、上記のように事業
に支障が生じたために負担した追加的費用（商品の回収費用、廃棄費用等）
や、事業への支障を避けるため又は事業を変更したために生じた追加的費用
（代替飼料の購入費用、汚染された生産資材の更新費用等）。

Ⅲ）　同指示等の対象品目を既に仕入れ又は加工した加工・流通業者におい
て、当該指示等に伴い、当該品目又はその加工品の販売の断念を余儀なくされ
る等、その事業に支障が生じたために現実に生じた減収分及び追加的費用。

Ⅳ）　同指示等の解除後も、同指示等の対象事業者又はⅢ）の加工・流通業者
において、当該指示等に伴い事業に支障が生じたため減収があった場合の減
収分。また、同指示等の解除後に、事業の全部又は一部の再開のために生じた
追加的費用（農地や機械の再整備費、除染費用等）。

就労不能等に伴う損害
同指示等に伴い、同指示等の対象事業者又は加工・流通業者の経営状態が悪
化したため、そこで勤務していた勤労者が就労不能等を余儀なくされた場合の

与等 減 追加的費
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就労不能等 伴う損害
給与等の減収分及び追加的費用。

検査費用（物）
同指示等に基づき行われた検査に関し、農林漁業者その他の事業者が負担を
余儀なくされた検査費用。

その他の政府指示等
に係る損害

前記政府指示等のほか、事
業活動に関する制限又は検
査について、政府が本件事
故に関し行う指示等（水に係
る摂取制限指導、水に係る
放射性物質検査の指導、放
射性物質が検出された上下
水処理等副次産物の取扱い
に関する指導及び学校等の
校舎・校庭等の利用判断に
関する指導等）に伴う損害。

営業損害

Ⅰ）　同指示等の対象事業者において、同指示等に伴い、当該指示等に係る行
為の制限を余儀なくされる等、その事業に支障が生じたため、現実に減収が生
じた場合の減収分。

Ⅱ）　同指示等の対象事業者において、事業に支障が生じたために負担した追
加的費用（商品の回収費用、保管費用、廃棄費用等）や、事業への支障を避け
るため又は事業を変更したために生じた追加的費用（水道事業者による代替水
の提供費用、除染費用、校庭・園庭における放射線量の低減費用等）。

Ⅲ）　同指示等の解除後も、同指示等の対象事業者において、当該指示等に伴
い事業に支障が生じたために減収があった場合の減収分。また、同指示等の解
除後に、事業の全部又は一部の再開のために生じた追加的費用。

就労不能等に伴う損害
同指示等に伴い、同指示等の対象事業者の経営状態が悪化したため、そこで
勤務していた勤労者が就労不能等を余儀なくされた場合にの給与等の減収分
及び追加的費用。

検査費用（物）
同指示等に基づき行われた検査に関し、同指示等の対象事業者が負担を余儀
なくされた検査費用。

いわゆる風評被害 一般的基準 Ⅰ）
この中間指針で「風評被害」とは、報道等により広く知らされた事実によって、商品又はサービスに関する放射性物
質による汚染の危険性を懸念した消費者又は取引先により当該商品又はサービスの買い控え、取引停止等をされ
たために生じた被害を意味するものとする。

Ⅱ）

Ⅲ）

① 営業損害
取引数量の減少又は取引価格の低下による減収分及び必要かつ合理的な範
囲の追加的費用（商品の返品費用、廃棄費用、除染費用等）

② 就労不能等に伴う損害
①の営業損害により、事業者の経営状態が悪化したため、そこで勤務していた
勤労者が就労不能等を余儀なくされた場合の給与等の減収分及び必要かつ合
理的な範囲の追加的費用

③ 検査費用（物） 取引先の要求等により実施を余儀なくされた検査に関する検査費用

農林漁業・食品産業の風評

Ⅰ）　以下に掲げる損害については、「いわゆる風評被害」の「一般的基準」のⅢ）①の類型として、原則として賠償すべき損害と
認められる。

「風評被害」についても、本件事故と相当因果関係のあるものであれば賠償の対象とする。その一般的な基準として
は、消費者又は取引先が、商品又はサービスについて、本件事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し、
敬遠したくなる心理が、平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められる場合とする。

具体的にどのような「風評被害」が本件事故と相当因果関係のある損害と認められるかは、業種毎の特徴等を踏ま
え、営業や品目の内容、地域、損害項目等により類型化した上で、次のように考えるものとする。

①　各業種毎に示す一定の範囲の類型については、本件事故以降に現実に生じた買い控え等による被害（Ⅳ）に
相当する被害をいう。以下同じ。）は、原則として本件事故と相当因果関係のある損害として賠償の対象と認められ
るものとする。

②　①以外の類型については、本件事故以降に現実に生じた買い控え等による被害を個別に検証し、Ⅱ）の一般
的な基準に照らして、本件事故との相当因果関係を判断するものとする。

Ⅳ）　損害項目としては、消費者又は取引先により商品又はサービスの買い控え、取引停止等をされたために生じた次のものとする。

ⅰ）
農林産物　（茶及び畜産物
を除き、食用に限る。）

福島、茨城、栃木、群馬、千葉及び埼玉の各県において産出されたもの。

ⅱ） 　茶 ⅰ）の各県並びに神奈川及び静岡の各県において産出されたもの。

ⅲ） 畜産物　（食用に限る。） 福島、茨城及び栃木の各県において産出されたもの。

ⅳ）
水産物　（食用及び餌料用
に限る。）

福島、茨城、栃木、群馬及び千葉の各県において産出されたもの。

ⅴ） 花き 福島、茨城及び栃木の各県において産出されたもの。

ⅵ） その他の農林水産物 福島県において産出されたもの。

ⅶ）
ⅰ）ないしⅵ）の農林水産物
を主な原材料とする加工
品。

農業において、平成２３年７月８日以降に現実に生じた買い控え等による被害
のうち、少なくとも、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃
木、群馬、埼玉、千葉、新潟、岐阜、静岡、三重、島根の各道県において産
出された牛肉、牛肉を主な原材料とする加工品及び食用に供される牛に係る
もの。

①　農林漁業において、本件事故以降に現実に生じた買い控え等による被害のうち、次に掲げる産品に係る
もの。

農林漁業 食品産業の風評
被害

②　牛肉等の買い控え等の被害
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農林水産物の加工業及び食品製造業において、本件事故以降に現実に生
じた買い控え等による被害のうち、次に掲げる産品及び食品（以下「産品等」
という。）に係るもの。
ⅰ）　加工又は製造した事業者の主たる事務所又は工場が福島県に所在す
るもの。
ⅱ）　主たる原材料が①のⅰ）ないしⅵ）の農林水産物又は②の牛肉であるも
の。
ⅲ）　摂取制限措置（乳幼児向けを含む。）が現に講じられている水を原料と
して使用する食品。

農林水産物・食品の流通業（農林水産物の加工品の流通業を含む。以下同
じ。）において、本件事故以降に現実に生じた買い控え等による被害のうち、
①ないし③に掲げる産品等を継続的に取り扱っていた事業者が仕入れた当
該産品等に係るもの。

農林漁業、農林水産物の加工業及び食品製造業並びに農林水産物・食品
の流通業において、Ⅰ）に掲げる買い控え等による被害を懸念し、事前に自
ら出荷、操業、作付け、加工等の全部又は一部を断念したことによって生じた
被害も、かかる判断がやむを得ないものと認められる場合には、原則として賠
償すべき損害と認められる。

③　農林水産物の加工業及び食
品製造業の買い控え等の被害

④　農林水産物・食品の流通業の
買い控え等の被害

Ⅱ）　事前に自ら出荷、操業、作付け、
加工等を断念した被害
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農林漁業、農林水産物の加工業及び食品製造業、農林水産物・食品の流通
業並びにその他の食品産業において、本件事故以降に取引先の要求等に
よって実施を余儀なくされた農林水産物（加工品を含む。）又は食品（加工又
は製造の過程で使用する水を含む。）の検査に関する検査費用のうち、政府
が本件事故に関し検査の指示等を行った都道府県において当該指示等の
対象となった産品等と同種のものに係るものは、原則として賠償すべき損害と
認められる。

Ⅳ）　そのほか

Ⅰ）ないしⅢ）に掲げる損害のほか、農林漁業、農林水産物の加工業及び食
品製造業、農林水産物・食品の流通業並びにその他の食品産業において、
本件事故以降に現実に生じた買い控え等による被害は、個々の事例又は類
型毎に、取引価格及び取引数量の動向、具体的な買い控え等の発生状況等
を検証し、当該産品等の特徴（生産・流通の実態を含む。）、その産地等の特
徴（例えばその所在地及び本件事故発生地からの距離）、放射性物質の検
査計画及び検査結果、政府等による出荷制限指示（県による出荷自粛要請
を含む。以下同じ。）の内容、当該産品等の生産・製造に用いられる資材の汚
染状況等を考慮して、消費者又は取引先が、当該産品等について、本件事
故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し、敬遠したくなる心理が、
平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められる場合には、
本件事故との相当因果関係が認められ、賠償の対象となる。

観光業の風評被害 Ⅰ）

Ⅰ）　観光業については、本件事故以降、全国的に減収傾向が見られるところ、
本件事故以降、現実に生じた被害のうち、少なくとも本件事故発生県である福島
県のほか、茨城県、栃木県及び群馬県に営業の拠点がある観光業について
は、消費者等が本件事故及びその後の放射性物質の放出を理由に解約・予約
控え等をする心理が、平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認
められる蓋然性が高いことから、本件事故後に観光業に関する解約・予約控え
等による減収等が生じていた事実が認められれば、「いわゆる風評被害」の「一
般的基準」のⅢ）①の類型として 原則として本件事故と相当因果関係のある損

福島県、茨城県、栃木県、群馬県
の観光業の解約・予約控え等 観光業における減収等については、東日本大震災による

影響の蓋然性も相当程度認められるから、損害の有無の
認定及び損害額の算定に当たってはその点についての
検討も必要である この検討に当たっては 例えば 本件

Ⅲ）　政府が検査の指示等を行った都
道府県において、当該指示等の対象と
なった農林水産物・食品と同種のもの
につき、取引先の要求等で検査した費
用

般的基準」のⅢ）①の類型として、原則として本件事故と相当因果関係のある損
害と認められる。

Ⅱ）

Ⅱ）　Ⅰ）に加えて、外国人観光客に関しては、我が国に営業の拠点がある観光
業について、本件事故の前に予約が既に入っていた場合であって、少なくとも平
成２３年５月末までに通常の解約率を上回る解約が行われたことにより発生した
減収等については、「いわゆる風評被害」の「一般的基準」のⅢ）①の類型とし
て、原則として本件事故と相当因果関係のある損害として認められる。

製造業、サービス業等の風
評被害

①

②

③

④

Ⅲ）　Ⅰ）及びⅡ）の検討に当たっては、例えば、サービス
等を提供する事業者が福島県への来訪を拒否することに
よって発生する損害については、東日本大震災による影
響の蓋然性も相当程度認められるから、損害の有無の認
定及び損害額の算定に当たってはその点についての検
討も必要である。

外国人観光客の解約

Ⅰ）　農林漁業・食品産業、観光業の風評被害のほか、製造業、サービス業等において、本件事故以降に現実に生
じた買い控え、取引停止等による被害のうち、以下に掲げる損害については、「いわゆる風評被害」の「一般的基
準」のⅢ）①の類型として、原則として本件事故との相当因果関係が認められる。

検討も必要である。この検討に当たっては、例えば、本件
事故による影響が比較的少ない地域における観光業の
解約・予約控え等の状況と比較するなどして、合理的な範
囲で損害の有無及び損害額につき推認をすることが考え
られる。

本件事故発生県である福島県に所在する拠点で製造、販売を行う物品又は提供するサービス等に関
し、当該拠点において発生したもの

サービス等を提供する事業者が来訪を拒否することによって発生した、本件事故発生県である福島県
に所在する拠点における当該サービス等に係るもの

放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の取扱いに関する政府による指導等につき、
　 ｉ）　指導等を受けた対象事業者が、当該副次産物の引き取りを忌避されたこと等によって発生したも
の
　ⅱ）　当該副次産物を原材料として製品を製造していた事業者の当該製品に係るもの

水の放射性物質検査の指導を行っている都県において、事業者が本件事故以降に取引先の要求等に
よって実施を余儀なくされた検査に係るもの（但し、水を製造の過程で使用するもののうち、食品添加
物、医薬品、医療機器等、人の体内に取り入れられるなどすることから、消費者及び取引先が特に敏感
に敬遠する傾向がある製品に関する検査費用に限る。）

Ⅱ）

海外に在住する外国人が来訪して提供する又は提供を受けるサービス等に関し
ては、我が国に存在する拠点において発生した被害（外国船舶が我が国の港湾
への寄港又は福島県沖の航行を拒否したことによって、我が国の事業者に生じ
たものを含む。）のうち、本件事故の前に既に契約がなされた場合であって、少
なくとも平成２３年５月末までに解約が行われたこと（寄港又は航行が拒否された
ことを含む。）により発生した減収分及び追加的費用については、「いわゆる風評
被害」の「一般的基準」のⅢ）①の類型として、原則として本件事故と相当因果関
係のある損害として認められる。

輸出に係る風評被害 Ⅰ）
検査費用、証明書発行費
用等

我が国の輸出品並びにその輸送に用いられる船舶及びコンテナ等について、
本件事故以降に輸出先国の要求（同国政府の輸入規制及び同国の取引先から
の要求を含む。）によって現実に生じた必要かつ合理的な範囲の検査費用（検
査に伴い生じた除染、廃棄等の付随費用を含む。）や各種証明書発行費用等。

Ⅱ）
輸入拒否されたことによる減
収、追加的費用

我が国の輸出品について、本件事故以降に輸出先国の輸入拒否（同国政府の
輸入規制及び同国の取引先の輸入拒否を含む。）がされた時点において、既に
当該輸出先国向けに輸出され又は生産・製造されたもの（生産・製造途中のもの
を含む。）に限り、当該輸入拒否によって現実に廃棄、転売又は生産・製造の断
念を余儀なくされたため生じた減収分及び必要かつ合理的な範囲の追加的費
用。

海外在住外国人の来訪により提
供されるサービス等の、平成２３年
5月末までの解約による損害

に敬遠する傾向がある製品に関する検査費用に限る。）
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いわゆる間接被害

ⅰ）

ⅱ）

ⅲ）

① 営業損害
第一次被害が生じたために間接被害者において生じた減収分及び必要かつ合
理的な範囲の追加的費用

② 就労不能等に伴う損害
営業損害により、事業者である間接被害者の経営が悪化したため、そこで勤務
していた勤労者が就労不能等を余儀なくされた場合の給与等の減収分及び必

原材料やサービスの性質上、その調達先が限られている事業者の被害であって、調達先である第一次
被害者の避難、事業休止等に伴って必然的に生じたもの。

Ⅱ）　「間接被害」については、間接被害を受けた者（以下「間接被害者」という。）の事業等の性格上、第
一次被害者との取引に代替性がない場合には、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。その
具体的な類型としては、例えば次のようなものが挙げられる。

Ⅰ）　この中間指針で「間接被
害」とは、本件事故により前記第
３ないし第７で賠償の対象と認
められる損害（以下「第一次被
害」という。）が生じたことにより、
第一次被害を受けた者（以下
「第一次被害者」という。）と一定
の経済的関係にあった第三者
に生じた被害を意味するものと
する。

事業の性質上、販売先が地域的に限られている事業者の被害であって、販売先である第一次被害者の
避難、事業休止等に伴って必然的に生じたもの。

事業の性質上、調達先が地域的に限られている事業者の被害であって、調達先である第一次被害者の
避難、事業休止等に伴って必然的に生じたもの。
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② 就労不能等に伴う損害 していた勤労者が就労不能等を余儀なくされた場合の給与等の減収分及び必
要かつ合理的な範囲の追加的費用

放射線被曝による損
害

逸失利益、治療費、薬代、
精神的損害等

本件事故の復旧作業等に従事した原子力発電所作業員、自衛官、消防隊員、
警察官又は住民その他の者が、本件事故に係る放射線被曝による急性又は晩
発性の放射線障害により、傷害を負い、治療を要する程度に健康状態が悪化
し、疾病にかかり、あるいは死亡したことにより生じた逸失利益、治療費、薬代、
精神的損害等。

除染等に係る損害
　（第二次追補）

Ⅰ）

Ⅱ）

本件事故に由来する放射性物質に関し、必要かつ合理的な範囲の除染等（汚染された土壌等の除去
に加え、汚染の拡散の防止等の措置、除去土壌の収集、運搬、保管及び処分並びに汚染された廃棄
物の処理を含む。）を行うことに伴って必然的に生じた追加的費用、減収分及び財物価値の喪失・減少
分は、賠償すべき損害と認められる。

住民の放射線被曝の不安や恐怖を緩和するために地方公共団体や教育機関が行う必要かつ合理的
な検査等に係る費用は、賠償すべき損害と認められる。
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